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 (8) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定による必要な技術者を工事現

場に配置できること。ただし、入札参加資格確認申請日において、3 か月以上の

直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であること（他の会社からの在籍出

向者や派遣社員は、原則として認めない。）。 

 (9) 山梨県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。 

 

３ 仕様書及び入札説明書の交付等 

 (1) 日時 

    この公告の日から令和3年6月29日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く｡)の午

前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時までを除く｡) 

 (2) 場所 

    組合管理課 

    住所：山梨県甲府市蓬沢一丁目 15 番 35 号 山梨県自治会館 1 階 

    電話：055-237-5711 

 (3) 入札説明会 

    実施しない。 

 (4) 現場視察 

    現場視察は、随時実施する。入札参加希望者は、希望する日時（この公告の日

から令和3年6月23日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く｡)の午前9時から午後

5 時まで(正午から午後 1 時までを除く｡)）を事前に組合管理課まで連絡するこ

と。なお、山梨県自治会館の現地の都合により、希望する日時に実施できない場

合がある。 

 

４ 入札参加申込みの受付 

 (1) 受付期間 

    この公告の日から令和 3 年 6 月 29 日(火)まで（土曜日及び日曜日を除く｡)の

午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時までを除く｡) 

 (2) 受付場所 

    組合管理課 

    住所：山梨県甲府市蓬沢一丁目 15 番 35 号 山梨県自治会館 1 階 

    電話：055-237-5711 

 

５ 入札手続等 

 (1) 入札及び開札の日時及び場所 

    日時 令和 3 年 7 月 6 日(火) 午前 10 時 

    場所 山梨県自治会館 2 階「視聴覚室」 

 (2) 郵送等による入札 

    不可とする。 

 (3) 入札の無効 

    ２に定める入札参加資格のない者の行った入札、入札者に求められる義務を履

行しなかった者の行った入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効と

する。 
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 (4) 落札者の決定方法 

    山梨県市町村総合事務組合財務規則(平成 22 年組合規則第 7 号)第 98 条第 1

項の規定により定められた予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な

入札をした者を落札者とする。 

 (5) 入札書の記載方法 

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相

当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額を入札書に

記載すること。 

 

６ その他 

 (1) 入札保証金 

    免除 

 (2) 契約保証金 

    免除 

 (3) 違約金 

    落札者が指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札者の決定

を取り消すものとし、入札金額の 100 分の 5 に相当する金額の違約金を徴収する

ものとする。 

 (4) 契約書作成の要否 

    要 

 (5) 最低制限価格の有無 

    無 

 (6) 前金払の有無 

    有。金額は契約金額の 4 割以内とする。なお、1 万円未満の端数は切り捨てる。 

 (7) 中間前金払の有無 

    有。金額は契約金額の 2 割以内とする。なお、1 万円未満の端数は切り捨てる。 

 (8) 参加資格を満たさなくなった場合 

    落札者が契約締結の日までの間に、２に掲げた参加資格のうち 1 つでも満たさ

なくなった場合は、契約を締結しない。この場合において、組合は損害賠償の責

めを負わないものとする。 

 (9) その他 

    入札の詳細は、入札説明書による。 


